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石 川 県 事 務 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 十 二 号

石 川 県 事 務 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 事 務 委 任 規 則 ( 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 規 則 第 六 十 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 二 県 総 合 事 務 所 長 の 項 中 第 二 号 を 削 り 、 第 三 号 を 第 二 号 と し 、 同 項 第 四 号 １ 中 ｢ 第 二 十 三 条 ｣ を ｢ 第 四 十 一

条 ｣ に 改 め 、 同 項 中 同 号 を 第 三 号 と し 、 第 五 号 か ら 第 八 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ 、 同 表 児 童 相 談 所 長 の 項 第 一 号 １

中 ｢ 障 害 児 施 設 給 付 費 ｣ を ｢ 障 害 児 入 所 給 付 費 ｣ に 改 め 、 同 号 ２ 中 ｢ 施 設 受 給 者 証 ｣ を ｢ 入 所 受 給 者 証 ｣ に 改 め 、 同

号 ３ 中 ｢ 施 設 給 付 決 定 ｣ を ｢ 入 所 給 付 決 定 ｣ に 改 め 、 同 号 � 及 び � を 削 り 、 同 項 第 三 号 １ 中 ｢ 負 担 上 限 月 額 等 ｣ を

｢ 障 害 児 入 所 支 援 負 担 上 限 月 額 等 ｣ に 改 め 、 同 表 精 育 園 長 の 項 第 二 号 １ 中 ｢ 第 二 十 九 条 第 四 項 ｣ を ｢ 第 二 十 九 条 第 三

項 第 二 号 ｣ に 改 め 、 同 号 ２ 中 ｢ 第 二 十 九 条 第 七 項 ｣ を ｢ 第 二 十 九 条 第 六 項 ｣ に 改 め 、 同 表 錦 城 学 園 長 の 項 第 一 号 １ 中

｢ 第 二 十 四 条 の 二 第 三 項 ｣ を ｢ 第 二 十 四 条 の 二 第 二 項 第 二 号 ｣ に 、 ｢ 施 設 給 付 決 定 保 護 者 ｣ を ｢ 入 所 給 付 決 定 保 護 者 ｣

に 改 め 、 同 号 ２ 中 ｢ 第 五 十 一 条 第 一 号 ｣ を ｢ 第 五 十 一 条 第 二 号 ｣ に 改 め 、 同 項 第 四 号 １ 中 ｢ 第 二 十 九 条 第 四 項 ｣ を
｢ 第 二 十 九 条 第 三 項 第 二 号 ｣ に 改 め 、 同 号 ２ 中 ｢ 第 二 十 九 条 第 七 項 ｣ を ｢ 第 二 十 九 条 第 六 項 ｣ に 改 め 、 同 表 保 健 所 長

の 項 第 十 四 号 ６ 中 ｢ 一 般 販 売 業 ( 卸 売 一 般 販 売 業 を 除 く 。 以 下 同 じ 。) 及 び ｣ を 削 り 、 同 号 ８ 、 � 及 び � 中 ｢ 一 般 販

売 業 の 許 可 を 受 け た 者 及 び ｣ を 削 り 、 同 号 � 中 ｢ 一 般 販 売 業 及 び ｣ を 削 り 、 同 表 家 畜 保 健 衛 生 所 長 の 項 第 １ 号 中 � を� と し 、 � を � と し 、 � を � と し 、 � を � と し 、 � の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。� 第 二 十 六 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 家 畜 防 疫 員 に 対 す る 同 条 第 四 項 の 設 備 の 設 置 命 令

別 表 第 二 家 畜 保 健 衛 生 所 長 の 項 第 １ 号 中 � を � と し 、 � を � と し 、 ９ を � と し 、 ８ を � と し 、 ７ を ９ と し 、 ９ の 前

に 次 の よ う に 加 え る 。

８ 第 十 三 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 農 林 水 産 大 臣 の 指 定 す る 症 状 を 呈 し て い る 家 畜 の 届 出 の 受 理

別 表 第 二 家 畜 保 健 衛 生 所 長 の 項 第 １ 号 ６ 中 ｢ 家 畜 伝 染 病 発 生 ｣ を ｢ 患 畜 等 ｣ に 改 め 、 同 号 中 ６ を ７ と し 、 ７ の 前 に

次 の よ う に 加 え る 。

６ 第 十 二 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 飼 養 衛 生 管 理 基 準 が 定 め ら れ た 家 畜 の 飼 養 に 係 る 衛 生 管 理 の 状 況 等 の 報

告 の 受 理

別 表 第 二 林 業 試 験 場 長 の 項 中 ｢ 林 業 試 験 場 長 ｣ を ｢ 農 林 総 合 研 究 セ ン タ ー 所 長 ｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 二 保 健 所 長 の 項 の 改 正 規 定 は 、 同 年 六 月 一 日 か

ら 施 行 す る 。
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石 川 県 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 十 三 号

石 川 県 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 組 織 規 則 ( 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 規 則 第 二 十 三 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 六 項 中 ｢ 第 一 項 の 表 の 下 欄 及 び 第 三 項 の 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の の ほ か 、 次 ｣ を ｢ 次 ｣ に 改 め 、 同 項 の 表 企

画 課 の 項 中 ｢ 都 心 地 区 整 備 構 想 推 進 室 、 資 源 ・ 土 地 対 策 室 ｣ を ｢ エ ネ ル ギ ー 対 策 室 ｣ に 改 め 、 同 表 地 域 振 興 課 の 項 の

次 に 次 の よ う に 加 え る 。

第 三 条 第 六 項 の 表 労 働 企 画 課 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

第 六 条 第 一 項 の 表 地 方 課 の 項 第 一 号 中 ｢ 公 共 団 体 ｣ の 下 に ｢ の 行 政 ｣ を 加 え 、 同 項 第 二 号 中 ｢ 及 び そ の 名 称 ｣ を 削

り 、 同 項 第 十 四 号 中 ｢ 協 議 及 び 許 可 ｣ を ｢ 協 議 等 ｣ に 改 め る 。

第 六 条 の 二 第 一 項 の 表 企 画 課 の 項 第 十 二 号 中 ｢ 資 源 エ ネ ル ギ ー 施 策 の 企 画 及 び 調 整 ｣ を ｢ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 対 策

の 総 合 調 整 ｣ に 改 め 、 同 項 第 十 三 号 中 ｢ 新 エ ネ ル ギ ー の 普 及 及 び 啓 発 ｣ を ｢ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 導 入 促 進 ｣ に 改 め 、

同 表 空 港 企 画 課 の 項 中 第 九 号 を 第 十 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 八 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加

え る 。
２ 小 松 空 港 の 活 性 化 の 推 進 に 関 す る こ と 。

第 六 条 の 二 第 三 項 の 表 第 三 号 中 ｢ 用 地 ｣ の 下 に ｢ の 買 収 ｣ を 加 え 、 同 表 中 第 十 三 号 を 第 十 四 号 と し 、 第 六 号 か ら 第

十 二 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 五 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

６ 並 行 在 来 線 第 三 セ ク タ ー 会 社 の 設 立 に 関 す る こ と 。

第 六 条 の 二 第 四 項 の 表 都 心 地 区 整 備 構 想 推 進 室 の 項 を 削 り 、 同 表 資 源 ・ 土 地 対 策 室 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 六 条 の 二 第 四 項 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。

第 七 条 第 一 項 の 表 障 害 保 健 福 祉 課 の 項 中 第 九 号 を 第 十 号 と し 、 第 六 号 か ら 第 八 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 五 号

の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

６ 障 害 者 虐 待 に 関 す る こ と 。

第 七 条 第 二 項 の 表 中 第 二 十 一 号 を 第 二 十 二 号 と し 、 第 十 号 か ら 第 二 十 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 九 号 の 次 に 次

の 一 号 を 加 え る 。� 児 童 虐 待 に 関 す る こ と 。

第 七 条 の 二 の 表 企 画 調 整 室 の 項 第 一 号 中 ｢ 、 計 画 ｣ を 削 り 、 同 表 環 境 政 策 課 の 項 中 第 十 六 号 を 第 十 七 号 と し 、 第 五

号 か ら 第 十 五 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 項 第 四 号 中 ｢ 自 然 保 護 課 ｣ を ｢ 自 然 環 境 課 ｣ に 改 め 、 同 項 中 同 号 を 第 五

号 と し 、 第 三 号 を 第 四 号 と し 、 第 二 号 を 第 三 号 と し 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

２ 環 境 総 合 計 画 に 関 す る こ と 。

第 七 条 の 二 の 表 水 環 境 創 造 課 の 項 中 第 十 三 号 を 第 十 四 号 と し 、 第 十 二 号 を 第 十 三 号 と し 、 第 十 一 号 を 第 十 二 号 と し 、

第 十 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。� 工 業 用 水 に 関 す る こ と 。

第 八 条 第 一 項 の 表 経 営 支 援 課 の 項 中 第 十 三 号 を 第 十 四 号 と し 、 第 十 二 号 を 第 十 三 号 と し 、 第 十 一 号 の 次 に 次 の 一 号

を 加 え る 。� 物 産 の 振 興 に 関 す る こ と 。

並 行 在 来 線 対 策 課

交 通 政 策 課

空 港 企 画 課

並 行 在 来 線 第 三 セ ク タ ー 設 立 準 備 室

新 幹 線 用 地 対 策 室

小 松 空 港 活 性 化 推 進 室

観 光 推 進 課 新 幹 線 開 業 Ｐ Ｒ 推 進 室

エ ネ ル ギ ー 対 策 室 第 一 項 の 表 企 画 課 の 項 第 十 二 号 及 び 第 十 三 号 に 掲 げ る 事 務

小 松 空 港 活 性 化 推 進 室 第 一 項 の 表 空 港 企 画 課 の 項 第 二 号 に 掲 げ る 事 務
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第 八 条 第 二 項 の 表 交 流 政 策 課 の 項 第 三 号 を 削 り 、 同 項 第 四 号 中 ｢ 産 業 観 光 事 業 ｣ を ｢ ニ ュ ー ツ ー リ ズ ム 振 興 施 策 の

企 画 調 整 ｣ に 改 め 、 同 項 中 同 号 を 第 三 号 と し 、 第 五 号 か ら 第 十 一 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ 、 同 表 観 光 推 進 課 の 項 第

五 号 中 ｢ 体 験 型 観 光 施 策 ( グ リ ー ン ・ ツ ー リ ズ ム を 含 む 。)｣ を ｢ ニ ュ ー ツ ー リ ズ ム 振 興 施 策 ｣ に 改 め 、 同 項 第 六 号 中

｢ コ ン ベ ン シ ョ ン ｣ を ｢ コ ン ベ ン シ ョ ン 等 ｣ に 改 め 、 同 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

９ 北 陸 新 幹 線 の 開 業 に 向 け た 誘 客 促 進 に 関 す る こ と 。

第 八 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

４ 観 光 交 流 局 の 課 内 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。

第 九 条 第 一 項 の 表 生 産 流 通 課 の 項 第 十 六 号 中 ｢ 農 業 総 合 研 究 セ ン タ ー 及 び 畜 産 総 合 セ ン タ ー ｣ を ｢ 農 林 総 合 研 究 セ

ン タ ー ｣ に 改 め 、 同 表 経 営 対 策 課 の 項 中 第 九 号 を 削 り 、 第 十 号 を 第 九 号 と し 、 第 十 一 号 か ら 第 十 八 号 ま で を 一 号 ず つ

繰 り 上 げ 、 第 十 九 号 の 前 に 次 の 一 号 を 加 え る 。� 経 営 構 造 対 策 事 業 に 関 す る こ と 。

第 九 条 第 一 項 の 表 農 業 基 盤 課 の 項 第 十 一 号 中 ｢ 経 営 構 造 対 策 事 業 ｣ を ｢ 基 盤 整 備 促 進 事 業 ｣ に 改 め 、 同 表 森 林 管 理

課 の 項 第 二 十 四 号 を 削 る 。

第 十 条 第 一 項 の 表 建 築 住 宅 課 の 項 中 第 二 十 七 号 を 第 二 十 八 号 と し 、 第 十 七 号 か ら 第 二 十 六 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下

げ 、 第 十 六 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。� 高 齢 者 の 居 住 の 安 定 確 保 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 登 録 等 に 関 す る こ と 。

第 十 三 条 第 四 項 中 ｢ 原 子 力 安 全 対 策 担 当 課 長 を ｣ の 下 に ｢ 、 新 幹 線 開 業 Ｐ Ｒ 推 進 室 に 新 幹 線 開 業 Ｐ Ｒ 推 進 課 長 を ｣

を 加 え 、 ｢ 及 び 原 子 力 安 全 対 策 担 当 課 長 は ｣ を ｢ 、 原 子 力 安 全 対 策 担 当 課 長 及 び 新 幹 線 開 業 Ｐ Ｒ 推 進 課 長 は ｣ に 改 め

る 。
第 十 五 条 第 一 号 の 表 総 務 企 画 部 の 部 を 次 の よ う に 改 め る 。

新 幹 線 開 業 Ｐ Ｒ 推 進 室

課 内 室 名

第 二 項 の 表 観 光 推 進 課 の 項 第 九 号 に 掲 げ る 事 務

分 掌 事 務

企 画 振 興 課

企 画 振 興 係

庶 務 係

１ 所 管 区 域 内 の 市 町 及 び 各 出 先 機 関 と の 連 絡 調 整 及

び 情 報 の 収 集 に 関 す る こ と 。

２ 行 政 書 士 に 関 す る こ と 。

３ 市 町 そ の 他 公 共 団 体 の 行 政 及 び 税 財 政 の 助 言 等 に

関 す る こ と 。

４ 市 町 合 併 に 関 す る こ と 。

５ 住 民 基 本 台 帳 に 関 す る こ と 。

６ 市 町 の 境 界 変 更 等 に 関 す る こ と 。

７ 自 衛 官 の 募 集 に 関 す る こ と 。

８ 各 種 選 挙 に 関 す る こ と 。

９ 能 登 空 港 を 核 と し た 地 域 の 拠 点 づ く り 及 び 利 活 用

策 の 支 援 に 関 す る こ と 。� 統 計 調 査 事 務 に 関 す る こ と 。� 行 政 相 談 に 関 す る こ と 。� 公 聴 に 関 す る こ と 。� 旅 券 に 関 す る こ と 。

１ 所 ( 空 港 管 理 事 務 所 を 除 く 。) の 予 算 執 行 に 関 す

る こ と 。

２ 所 内 の 事 務 調 整 に 関 す る こ と 。

３ 七 尾 児 童 相 談 所 の 予 算 執 行 に 関 す る こ と ( 中 能 登

総 合 事 務 所 に 限 る 。) 。

４ 庁 舎 管 理 に 関 す る こ と 。

５ そ の 他 他 の 部 及 び 課 の 所 掌 に 属 し な い 事 項 に 関 す

る こ と 。
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総 務 企 画 部

税 務 課

( 中 能 登 総 合 事 務

所 に 限 る 。)

納 税 課

( 奥 能 登 総 合 事 務

所 に 限 る 。)

課 税 係

( 中 能 登 総 合 事 務

所 に 限 る 。)

納 税 管 理 係

１ 個 人 の 県 民 税 に 関 す る こ と 。

２ 個 人 の 事 業 税 、 不 動 産 取 得 税 、 ゴ ル フ 場 利 用 税 及

び 軽 油 引 取 税 ( 特 別 徴 収 に 係 る も の を 除 く 。) の 徴

収 金 ( 県 税 ( 地 方 法 人 特 別 税 を 含 む 。) 並 び に そ の

延 滞 金 、 過 少 申 告 加 算 金 、 不 申 告 加 算 金 、 重 加 算 金

及 び 滞 納 処 分 費 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。)

の 還 付 金 及 び そ の 還 付 加 算 金 に 関 す る こ と 。

３ ２ に 規 定 す る 各 税 の 徴 収 金 の 賦 課 ( 延 滞 金 の 減 免

を 除 く 。) に 関 す る こ と 。

４ ２ に 規 定 す る 各 税 の 犯 則 取 締 り に 関 す る こ と 。

５ ２ に 規 定 す る 各 税 に 関 す る 収 入 計 算 書 の 作 成 に 関

す る こ と 。

( 奥 能 登 総 合 事 務 所 の 所 管 区 域 に 関 す る 以 上 の 事 務 は 、

中 能 登 総 合 事 務 所 に お い て 行 う 。)

６ 広 報 宣 伝 に 関 す る こ と 。

７ 県 税 全 般 の 相 談 に 関 す る こ と 。

８ 解 体 、 滅 失 、 用 途 廃 止 又 は 所 在 不 明 の 自 動 車 の 自

動 車 税 の 賦 課 の 取 消 し に 関 す る こ と 。

９ 県 税 ( 個 人 の 県 民 税 及 び 地 方 消 費 税 を 除 き 、 地 方

法 人 特 別 税 を 含 む 。 � に お い て 同 じ 。) の 延 滞 金 の

減 免 に 関 す る こ と 。� 個 人 の 県 民 税 、 地 方 消 費 税 、 自 動 車 取 得 税 、 自 動

車 税 、 県 た ば こ 税 及 び 固 定 資 産 税 を 除 く 県 税 並 び に

地 方 法 人 特 別 税 の 徴 収 金 の 督 促 状 の 発 付 に 関 す る こ

と 。� 県 税 の 徴 収 金 の 徴 収 に 関 す る こ と ( 中 能 登 総 合 事

務 所 に あ つ て は 金 沢 県 税 事 務 所 総 務 課 の 分 掌 事 務 を

除 き 、 奥 能 登 総 合 事 務 所 に あ つ て は 金 沢 県 税 事 務 所

総 務 課 及 び 中 能 登 総 合 事 務 所 税 務 課 の 分 掌 事 務 を 除

く 。) 。� 納 税 相 談 、 納 税 奨 励 及 び 納 税 貯 蓄 組 合 に 関 す る こ

と 。� 他 の 地 方 公 共 団 体 が 賦 課 し た 徴 収 金 の 徴 収 に 関 す

� 消 防 に 関 す る こ と 。� 災 害 救 助 に 関 す る こ と 。� 火 薬 類 、 高 圧 ガ ス 及 び 液 化 石 油 ガ ス の 保 安 に 関 す

る こ と 。� 生 活 関 連 物 資 等 の 価 格 調 査 に 関 す る こ と 。� 交 通 安 全 対 策 の 推 進 に 関 す る こ と 。� 商 工 関 係 諸 団 体 の 運 営 指 導 及 び 情 報 の 収 集 に 関 す

る こ と 。� 企 業 誘 致 に 関 す る こ と 。� 工 場 立 地 の 適 正 化 に 関 す る こ と 。� 中 小 企 業 の 制 度 金 融 に 係 る 認 定 事 務 に 関 す る こ と 。� 労 働 に 関 す る 事 務 の 連 絡 に 関 す る こ と 。� 観 光 に 関 す る 事 務 の 連 絡 に 関 す る こ と 。� 旅 行 業 に 関 す る こ と 。
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第 十 五 条 第 二 号 の 表 総 務 課 の 項 か ら 自 動 車 税 納 税 課 ( 金 沢 県 税 事 務 所 に 限 る 。) の 項 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

る こ と 。

不 動 産 取 得 税 課

( 金 沢 県 税 事 務 所 に

限 る 。)

課 税 課

( 金 沢 県 税 事 務 所 に

限 る 。)

総 務 課

( 金 沢 県 税 事 務 所 に

限 る 。)

不 動 産 取 得 税 第 一 係

不 動 産 取 得 税 第 二 係

課 税 第 一 係

課 税 第 二 係

課 税 第 三 係

管 理 係

１ 所 内 の 事 務 の 総 合 調 整 に 関 す る こ と 。

２ 所 管 区 域 内 各 出 先 機 関 と の 連 絡 に 関 す る こ と 。

３ 広 報 宣 伝 に 関 す る こ と 。

４ 県 税 全 般 の 相 談 に 関 す る こ と 。

１ 不 動 産 取 得 税 の 徴 収 金 の 賦 課 ( 延 滞 金 の 減 免 を 除 く 。) に

関 す る こ と ( 小 松 県 税 事 務 所 の 所 管 区 域 に 関 す る も の を 含

む 。) 。

２ 不 動 産 取 得 税 の 犯 則 取 締 り に 関 す る こ と ( 小 松 県 税 事 務 所

の 所 管 区 域 に 関 す る も の を 含 む 。) 。

１ 県 税 全 般 の 相 談 に 関 す る こ と 。

２ 法 人 の 県 民 税 、 利 子 割 、 配 当 割 、 株 式 等 譲 渡 所 得 割 、 法 人

の 事 業 税 、 軽 油 引 取 税 ( 特 別 徴 収 に 係 る も の に 限 る 。) 、 鉱 区

税 及 び 狩 猟 税 並 び に 地 方 法 人 特 別 税 の 徴 収 金 の 賦 課 ( 延 滞 金

の 減 免 を 除 く 。) に 関 す る こ と ( 小 松 県 税 事 務 所 、 中 能 登 総

合 事 務 所 及 び 奥 能 登 総 合 事 務 所 の 所 管 区 域 に 関 す る も の を 含

む 。) 。

３ 個 人 の 事 業 税 、 ゴ ル フ 場 利 用 税 及 び 軽 油 引 取 税 ( 特 別 徴 収

に 係 る も の を 除 く 。) の 徴 収 金 の 賦 課 ( 延 滞 金 の 減 免 を 除 く 。)

に 関 す る こ と ( 小 松 県 税 事 務 所 の 所 管 区 域 に 関 す る も の を 含

む 。) 。

４ ２ 及 び ３ に 規 定 す る 各 税 の 犯 則 取 締 り に 関 す る こ と ( ２ 及

び ３ に 規 定 す る 所 管 区 域 に 関 す る も の を 含 む 。) 。

１ 所 内 の 事 務 の 総 合 調 整 に 関 す る こ と 。

２ 広 報 宣 伝 に 関 す る こ と 。

３ 個 人 の 県 民 税 に 関 す る こ と ( 小 松 県 税 事 務 所 の 所 管 区 域 に

関 す る も の を 含 む 。) 。

４ 法 人 の 県 民 税 、 利 子 割 、 配 当 割 、 株 式 等 譲 渡 所 得 割 、 法 人

の 事 業 税 、 軽 油 引 取 税 ( 特 別 徴 収 に 係 る も の に 限 る 。) 、 鉱 区

税 及 び 狩 猟 税 並 び に 地 方 法 人 特 別 税 の 徴 収 金 ( 県 税 ( 地 方 法

人 特 別 税 を 含 む 。) 並 び に そ の 延 滞 金 、 過 少 申 告 加 算 金 、 不

申 告 加 算 金 、 重 加 算 金 及 び 滞 納 処 分 費 を い う 。 以 下 こ の 表 に

お い て 同 じ 。) の 還 付 金 及 び そ の 還 付 加 算 金 に 関 す る こ と

( 小 松 県 税 事 務 所 、 中 能 登 総 合 事 務 所 及 び 奥 能 登 総 合 事 務 所

の 所 管 区 域 に 関 す る も の を 含 む 。) 。

５ 個 人 の 事 業 税 、 不 動 産 取 得 税 、 ゴ ル フ 場 利 用 税 及 び 軽 油 引

取 税 ( 特 別 徴 収 に 係 る も の を 除 く 。) の 徴 収 金 の 還 付 金 及 び

そ の 還 付 加 算 金 に 関 す る こ と ( 小 松 県 税 事 務 所 の 所 管 区 域 に

関 す る も の を 含 む 。) 。

６ ４ 及 び ５ に 規 定 す る 税 目 に 関 す る 収 入 計 算 書 の 作 成 に 関 す

る こ と ( ４ 及 び ５ に 規 定 す る 所 管 区 域 に 関 す る も の を 含 む 。) 。

７ 個 人 の 県 民 税 、 地 方 消 費 税 、 自 動 車 取 得 税 、 自 動 車 税 、 県

た ば こ 税 及 び 固 定 資 産 税 を 除 く 県 税 並 び に 地 方 法 人 特 別 税 の

徴 収 金 の 督 促 状 の 発 付 に 関 す る こ と 。

８ そ の 他 他 の 課 の 所 掌 に 属 し な い 事 項 に 関 す る こ と 。
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第 十 五 条 第 三 号 の 表 中 ｢ 福 祉 相 談 部 は 、 金 沢 市 本 多 町 三 丁 目 ｣ を ｢ 福 祉 相 談 部 ( 地 域 支 援 課 を 除 く 。) は 金 沢 市 本

多 町 三 丁 目 、 福 祉 相 談 部 ( 地 域 支 援 課 に 限 る 。) は 河 北 郡 津 幡 町 ｣ に 改 め る 。

第 十 五 条 第 七 号 の 表 土 地 改 良 部 の 部 整 備 課 の 項 ２ 中 ｢ 石 川 農 林 総 合 事 務 所 及 び 県 央 農 林 総 合 事 務 所 に 限 る ｣ を ｢ 中

能 登 農 林 総 合 事 務 所 及 び 奥 能 登 農 林 総 合 事 務 所 を 除 く ｣ に 改 め 、 同 部 環 境 課 ( 石 川 農 林 総 合 事 務 所 及 び 県 央 農 林 総 合

事 務 所 を 除 く 。) の 項 中 ｢ 石 川 農 林 総 合 事 務 所 及 び 県 央 農 林 総 合 事 務 所 を 除 く ｣ を ｢ 中 能 登 農 林 総 合 事 務 所 及 び 奥 能

登 農 林 総 合 事 務 所 に 限 る ｣ に 改 め 、 同 表 備 考 ２ の 表 地 域 農 業 振 興 課 の 項 中 ８ か ら � ま で を 削 り 、 � を ８ と し 、 � を 削

る 。
第 十 五 条 第 八 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

八 農 林 総 合 研 究 セ ン タ ー

自 動 車 税 納 税 課

( 金 沢 県 税 事 務 所 に

限 る 。)

納 税 課

自 動 車 税 納 税 第 一 係

自 動 車 税 納 税 第 二 係

納 税 第 一 係

納 税 第 二 係

１ 自 動 車 取 得 税 及 び 自 動 車 税 の 徴 収 金 の 徴 収 に 関 す る こ と 。

２ 解 体 、 滅 失 、 用 途 廃 止 又 は 所 在 不 明 の 自 動 車 の 自 動 車 税 の

賦 課 の 取 消 し に 関 す る こ と 。

３ 自 動 車 取 得 税 及 び 自 動 車 税 の 延 滞 金 の 減 免 に 関 す る こ と 。

４ 他 の 地 方 公 共 団 体 が 賦 課 し た 自 動 車 取 得 税 及 び 自 動 車 税 の

徴 収 金 の 徴 収 に 関 す る こ と 。

５ 個 人 の 県 民 税 、 地 方 消 費 税 、 自 動 車 取 得 税 、 自 動 車 税 、 県

た ば こ 税 及 び 固 定 資 産 税 を 除 く 県 税 並 び に 地 方 法 人 特 別 税 の

徴 収 金 の 督 促 状 の 発 付 に 関 す る こ と 。

６ 解 体 、 滅 失 、 用 途 廃 止 又 は 所 在 不 明 の 自 動 車 の 自 動 車 税 の

賦 課 の 取 消 し に 関 す る こ と 。

( 以 上 の 事 務 は 、 小 松 県 税 事 務 所 に 限 る 。)

７ 県 税 ( 個 人 の 県 民 税 及 び 地 方 消 費 税 を 除 き 、 地 方 法 人 特 別

税 を 含 む 。 ８ に お い て 同 じ 。) の 延 滞 金 の 減 免 に 関 す る こ と

( 金 沢 県 税 事 務 所 に あ つ て は 、 自 動 車 税 納 税 課 の 分 掌 事 務 を

除 く 。) 。

８ 県 税 の 徴 収 金 の 徴 収 に 関 す る こ と ( 金 沢 県 税 事 務 所 に あ つ

て は 、 総 務 課 及 び 自 動 車 税 納 税 課 の 分 掌 事 務 を 除 く 。) 。

９ 納 税 相 談 、 納 税 奨 励 及 び 納 税 貯 蓄 組 合 に 関 す る こ と 。� 他 の 地 方 公 共 団 体 が 賦 課 し た 徴 収 金 の 徴 収 に 関 す る こ と 。

( 金 沢 県 税 事 務 所 に あ つ て は 、 自 動 車 税 納 税 課 の 分 掌 事 務 を

除 く 。) 。

機 関 の 名 称 位 置 所 管 区 域

管 理 部
内 部 組 織

総 務 課

企 画

調 整 室

１ 所 内 の 試 験 研 究 の 連 絡 調 整 に 関 す

る こ と 。

２ 農 業 関 係 試 験 研 究 の 企 画 調 整 及 び

広 報 に 関 す る こ と 。

３ 農 業 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 に 関 す

る こ と 。

４ 農 業 技 術 の 研 修 の 企 画 及 び 実 施 に

関 す る こ と 。

５ 農 業 情 報 の 収 集 、 処 理 及 び 提 供 に

関 す る こ と 。

１ 所 内 の 事 務 の 連 絡 調 整 に 関 す る こ

と 。

２ 樹 木 公 園 及 び 展 示 館 の 管 理 運 営 に

関 す る こ と 。

分 掌 事 務
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石 川 県 農 林

総 合 研 究

セ ン タ ー

金 沢 市 才 田

町 ( 畜 産 試

験 場 は 羽 咋

郡 宝 達 志 水

町 、 林 業 試

験 場 は 白 山

市 三 宮 町 )

県 下 一 円

農 業

試 験 場

資 源 加 工 研 究 部

育 種 栽 培 研 究 部

総 合

研 究 部

病 害 虫

防 除 室

１ 広 域 的 な 又 は 重 要 な 農 業 振 興 プ ロ

ジ ェ ク ト に 関 す る こ と ( 農 林 総 合 事

務 所 の 分 掌 事 務 を 除 く 。) 。

１ 農 産 物 の 遺 伝 子 の 解 析 及 び 利 用 の

研 究 に 関 す る こ と 。

２ 昆 虫 及 び 微 生 物 の 利 用 並 び に 病 害

虫 防 除 の 研 究 に 関 す る こ と 。

３ 未 利 用 有 機 物 の 資 源 化 の 研 究 に 関

す る こ と 。

４ 農 薬 、 肥 料 、 土 壌 等 の 科 学 的 調 査

及 び 研 究 に 関 す る こ と 。

５ 環 境 保 全 型 農 業 の 研 究 に 関 す る こ

と 。

６ 農 産 物 加 工 の 研 究 に 関 す る こ と 。

７ 農 産 物 及 び 農 産 加 工 品 の 流 通 及 び

販 売 の 研 究 に 関 す る こ と 。

８ 農 産 物 の 品 質 及 び 成 分 の 研 究 に 関

す る こ と 。

１ 農 産 物 の 品 種 改 良 の 研 究 に 関 す る

こ と 。

２ 主 要 農 作 物 種 子 法 に 基 づ く 事 業 に

関 す る こ と 。

３ 農 産 物 の 増 殖 法 の 研 究 に 関 す る こ

と 。

４ 水 稲 、 麦 、 大 豆 そ の 他 穀 類 の 栽 培

の 研 究 に 関 す る こ と 。

５ 水 田 の 畑 地 転 換 利 用 技 術 の 確 立 研

究 に 関 す る こ と 。

６ 農 業 機 械 の 改 良 及 び 作 業 体 系 の 研

究 に 関 す る こ と 。

７ 農 業 技 術 の 体 系 化 及 び 農 業 経 営 の

研 究 に 関 す る こ と 。

８ 野 菜 、 花 き 及 び 果 樹 の 栽 培 の 研 究

に 関 す る こ と 。

１ 植 物 の 検 疫 に 関 す る こ と 。

２ 有 害 動 植 物 の 発 生 予 察 事 業 に 関 す

る こ と 。

３ 病 害 虫 防 除 に つ い て の 企 画 に 関 す

る こ と 。

４ 市 町 、 農 業 者 又 は そ の 組 織 す る 団

体 が 行 う 防 除 に 対 す る 指 導 及 び 協 力

に 関 す る こ と 。

５ 防 除 に 必 要 な 薬 剤 の 保 管 及 び 譲 渡

並 び に 防 除 用 具 の 保 管 、 修 理 及 び 貸

付 け に 関 す る こ と 。

６ 有 害 動 植 物 の 発 生 、 被 害 状 況 等 の

調 査 に 関 す る こ と 。



8 平成 24 年３月 30 日 (金曜日) 石 川 県 公 報 号 外

林 業

試 験 場

畜 産

試 験 場

資 源 開 発 部

森 林 環 境 部

技 術 開 発 部

資 源 安 全 部

中 央 普 及 支 援 セ ン タ ー

１ 林 業 関 係 試 験 研 究 の 企 画 調 整 及 び

広 報 に 関 す る こ と 。

１ き の こ 、 特 用 林 産 物 及 び 生 物 工 学

に つ い て の 試 験 研 究 に 関 す る こ と 。

２ 木 材 の 加 工 及 び 利 用 技 術 に つ い て

の 試 験 研 究 に 関 す る こ と 。

３ 木 材 試 験 機 器 等 の 開 放 に 関 す る こ

と 。

１ 育 林 、 森 林 保 護 、 林 業 機 械 及 び 森

林 環 境 に つ い て の 試 験 研 究 に 関 す る

こ と 。

２ 材 木 の 優 良 品 種 の 選 抜 及 び 増 殖 に

つ い て の 試 験 研 究 に 関 す る こ と 。

１ 畜 産 関 係 試 験 研 究 の 企 画 調 整 及 び

広 報 に 関 す る こ と 。

２ 畜 産 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 に 関 す

る こ と 。

３ 畜 産 技 術 の 研 修 の 企 画 及 び 実 施 に

関 す る こ と 。

４ 家 畜 の 繁 殖 技 術 及 び 育 種 改 良 技 術

の 試 験 研 究 に 関 す る こ と 。

５ 家 畜 衛 生 管 理 技 術 の 調 査 研 究 に 関

す る こ と 。

６ 家 畜 に 係 る 環 境 保 全 の 試 験 研 究 に

関 す る こ と 。

１ 家 畜 の 飼 養 管 理 技 術 及 び 畜 産 物 の

品 質 向 上 の 試 験 研 究 に 関 す る こ と 。

２ 飼 料 の 生 産 及 び 利 用 技 術 の 試 験 研

究 に 関 す る こ と 。

３ 飼 料 の 分 析 に 関 す る こ と 。

４ 草 地 の 管 理 に 関 す る こ と 。

２ 新 し い 商 品 の 開 発 等 に 取 り 組 む 農

業 者 に 対 す る 経 営 の 改 善 指 導 に 関 す

る こ と 。

３ 農 業 分 野 に お け る 特 許 権 、 商 標 権

そ の 他 の 知 的 財 産 権 の 活 用 に 関 す る

こ と 。

４ 農 業 技 術 の 普 及 指 導 活 動 に 必 要 な

調 査 研 究 に 関 す る こ と 。

５ 農 林 総 合 事 務 所 の 普 及 指 導 計 画 の

策 定 及 び 評 価 の 指 導 に 関 す る こ と 。

６ 農 林 総 合 事 務 所 の 普 及 指 導 活 動 の

支 援 に 関 す る こ と 。

７ 普 及 指 導 員 及 び 農 協 営 農 指 導 員 の

研 修 に 関 す る こ と 。

８ 農 業 関 係 機 関 等 と の 連 絡 調 整 に 関

す る こ と 。
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備 考
１ 農 林 総 合 研 究 セ ン タ ー の 所 掌 す る 事 務 を 分 担 さ せ る た め 、 か ほ く 市 内 日 角 に 砂 丘 地 農 業 研 究 セ ン タ ー を 、 鳳

珠 郡 能 登 町 に 能 登 畜 産 セ ン タ ー を 、 白 山 市 河 内 町 吉 岡 に 石 川 ウ ッ ド セ ン タ ー を 置 く 。

２ 中 央 普 及 支 援 セ ン タ ー を 、 農 業 改 良 助 長 法 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 普 及 指 導 セ ン タ ー と す る 。

第 十 五 条 第 十 号 の 表 建 設 課 ( 石 川 土 木 総 合 事 務 所 に 限 る 。) の 項 中

所 に 限 る 。) の 項 中 ｢ 石 川 土 木 総 合 事 務 所 ｣ を ｢ 県 央 土 木 総 合 事 務 所 ｣ に 改 め 、 同 表 建 築 課 の 項 中 ｢ 建 築 課 ｣ を ｢ 建

築 課 ( 石 川 土 木 総 合 事 務 所 を 除 く 。)｣ に 改 め 、 同 項 ８ 及 び � 中 ｢ 、 石 川 土 木 総 合 事 務 所 に あ つ て は 白 山 市 の 区 域 を ｣

を 削 り 、 同 表 備 考 の 表 用 地 課 の 項 を 削 る 。

第 十 六 条 中 第 十 四 号 を 第 十 五 号 と し 、 第 十 三 号 を 第 十 四 号 と し 、 第 十 二 号 を 第 十 三 号 と し 、 第 十 一 号 の 次 に 次 の 一

号 を 加 え る 。

十 二 障 害 者 支 援 施 設 及 び 障 害 児 入 所 施 設

第 十 七 条 第 八 号 中 ｢ 障 害 者 支 援 施 設 及 び ｣ を 削 り 、 同 号 の 表 石 川 県 精 育 園 の 項 及 び 石 川 県 立 錦 城 学 園 の 項 を 削 り 、

同 条 第 十 二 号 中 ｢ 十 二 試 験 場 ｣ を ｢ 十 二 工 業 試 験 場 ｣ に 改 め 、 同 号 の 表 石 川 県 畜 産 総 合 セ ン タ ー の 項 及 び 石 川 県

情 報 普 及 室

２ 林 業 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 に 関 す

る こ と 。

３ 林 業 技 術 の 研 修 の 企 画 及 び 実 施 に

関 す る こ と 。

４ 林 業 技 術 の 普 及 指 導 に 関 す る こ と 。

｢

｣

を

｢

｣

に 改 め 、 同 表 外 環 状 道 路 建 設 課 ( 石 川 土 木 総 合 事 務

道 路 建 設 係

河 川 砂 防 係

道 路 建 設 係

外 環 状 道 路 建 設 係

河 川 砂 防 係

石 川 県 立

錦 城 学 園

石 川 県 精 育 園

機 関 の 名 称

加 賀 市 高 尾 町

鳳 珠 郡 穴 水 町

位 置

生 活 支 援

第 三 課

生 活 支 援

第 二 課

生 活 支 援

第 一 課

庶 務 課

生 活 支 援

第 二 課

生 活 支 援

第 一 課

自 立 支 援 課

庶 務 課

内 部 組 織

生 活 第 一 係

生 活 第 二 係

生 活 係

生 活 第 一 係

生 活 第 二 係

生 活 第 一 係

生 活 第 二 係

生 活 第 一 係

生 活 第 二 係

自 立 第 一 係

自 立 第 二 係

知 的 障 害 者 を 入 所 さ せ て 、 こ れ を 保 護 す る と

と も に 、 そ の 更 生 に 必 要 な 生 活 に 関 す る 指 導 及

び 訓 練 を 行 う こ と 。

１ 知 的 障 害 の 児 童 を 入 所 さ せ て 、 こ れ を 保 護

す る と と も に 、 独 立 自 活 に 必 要 な 知 識 技 能 を

与 え る こ と 。

２ 知 的 障 害 者 を 入 所 さ せ て 、 こ れ を 保 護 す る

と と も に 、 そ の 更 生 に 必 要 な 生 活 に 関 す る 指

導 及 び 訓 練 を 行 う こ と 。

園 内 の 事 務 の 連 絡 調 整 及 び 他 の 課 の 所 掌 に 属

し な い 事 項 に 関 す る こ と 。

知 的 障 害 者 を 入 所 さ せ て 、 こ れ を 保 護 す る と

と も に 、 そ の 更 生 に 必 要 な 生 活 に 関 す る 指 導 及

び 訓 練 を 行 う こ と 。

知 的 障 害 者 を 入 所 さ せ て 、 こ れ を 保 護 す る と

と も に 、 そ の 更 生 に 必 要 な 生 活 に 関 す る 指 導 及

び 訓 練 を 行 う こ と 。

知 的 障 害 者 を 入 所 さ せ て 、 こ れ を 保 護 す る と

と も に 、 そ の 自 立 更 生 に 必 要 な 生 活 に 関 す る 指

導 及 び 訓 練 を 行 う こ と 。

園 内 の 事 務 の 連 絡 調 整 及 び 他 の 課 の 所 掌 に 属

し な い 事 項 に 関 す る こ と 。

分 掌 事 務



10 平成 24 年３月 30 日 (金曜日) 石 川 県 公 報 号 外
林 業 試 験 場 の 項 を 削 り 、 同 表 備 考 を 次 の よ う に 改 め る 。

備 考 工 業 試 験 場 の 所 掌 す る 事 務 を 分 担 さ せ る た め 、 金 沢 市 に 石 川 ト ラ イ ア ル セ ン タ ー 、 石 川 県 新 分 野 創 造 開 発 支

援 セ ン タ ー 及 び い し か わ 次 世 代 産 業 創 造 支 援 セ ン タ ー を 置 く 。

第 十 七 条 第 十 五 号 の 表 石 川 県 水 産 総 合 セ ン タ ー の 項 中 ｢ 生 産 部 能 登 島 事 業 所 は 七 尾 市 能 登 島 曲 町 、 志 賀 事 業 所 は 羽

咋 郡 志 賀 町 、 美 川 事 業 所 ｣ を ｢ 生 産 部 志 賀 事 業 所 は 羽 咋 郡 志 賀 町 、 生 産 部 美 川 事 業 所 ｣ に 、

第 十 九 条 第 一 項 中 ｢ 農 業 総 合 研 究 セ ン タ ー 、 畜 産 総 合 セ ン タ ー ｣ を ｢ 農 林 総 合 研 究 セ ン タ ー ｣ に 改 め 、 同 条 第 三 項

中 ｢( 土 木 総 合 事 務 所 に 限 る 。) に 担 当 参 事 、 企 画 調 整 担 当 次 長 及 び 工 事 管 理 担 当 次 長 ｣ を ｢ に 担 当 参 事 ( 土 木 総 合 事

務 所 に 限 る 。) 、 企 画 調 整 担 当 次 長 ( 農 林 総 合 研 究 セ ン タ ー 及 び 土 木 総 合 事 務 所 に 限 る 。) 及 び 工 事 管 理 担 当 次 長 ( 土

木 総 合 事 務 所 に 限 る 。)｣ に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 ｢ 砂 丘 地 農 業 試 験 場 、 能 登 分 場 ｣ を ｢ 砂 丘 地 農 業 研 究 セ ン タ ー ｣ に 、

｢ 、 能 登 畜 産 セ ン タ ー 、 石 川 ウ ッ ド セ ン タ ー 及 び ｣ を ｢ 、 砂 丘 地 農 業 研 究 セ ン タ ー 、 能 登 畜 産 セ ン タ ー 、 石 川 ウ ッ ド

セ ン タ ー 及 び ｣ に 改 め 、 同 条 第 五 項 中 ｢ 、 畜 産 総 合 セ ン タ ー ｣ を 削 り 、 同 条 第 六 項 中 ｢ 副 部 長 ｣ の 下 に ｢ 、 農 林 総 合

研 究 セ ン タ ー の 農 業 試 験 場 、 畜 産 試 験 場 及 び 林 業 試 験 場 に あ つ て は 副 場 長 ｣ を 加 え 、 同 条 第 十 四 項 中 ｢ 農 業 総 合 研 究

セ ン タ ー 、 第 十 七 条 第 十 二 号 に 掲 げ る 試 験 場 ｣ を ｢ 農 林 総 合 研 究 セ ン タ ー 、 工 業 試 験 場 ｣ に 改 め 、 同 条 第 十 五 項 の 表

農 業 総 合 研 究 セ ン タ ー の 項 中 ｢ 農 業 総 合 研 究 セ ン タ ー ｣ を ｢ 農 林 総 合 研 究 セ ン タ ー ｣ に 改 め 、 同 表 畜 産 総 合 セ ン タ ー

の 項 を 削 り 、 同 条 第 十 六 項 の 表 県 立 大 学 の 項 を 削 る 。

別 表 第 一 第 一 号 の 表 石 川 県 感 染 症 審 査 協 議 会 の 項 中 ｢ 石 川 県 感 染 症 審 査 協 議 会 ｣ を ｢ 石 川 県 感 染 症 診 査 協 議 会 ｣ に

改 め 、 同 表 金 沢 西 部 第 二 土 地 区 画 整 理 審 議 会 の 項 を 削 り 、 同 表 第 二 号 の 表 石 川 県 障 害 者 介 護 給 付 費 等 不 服 審 査 会 の 項

中 ｢ 障 害 者 自 立 支 援 法 ( 平 成 十 七 年 法 律 第 百 二 十 三 号 )｣ の 下 に ｢ 及 び 児 童 福 祉 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 )｣

を 加 え る 。
附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 十 四 号

石 川 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 財 務 規 則 ( 昭 和 三 十 八 年 石 川 県 規 則 第 六 十 七 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 の 二 第 四 項 中 ｢ 県 奥 能 登 総 合 事 務 所 総 務 企 画 部 税 務 課 ｣ を ｢ 県 奥 能 登 総 合 事 務 所 総 務 企 画 部 納 税 課 ｣ に 、

｢ 県 奥 能 登 総 合 事 務 所 総 務 企 画 部 税 務 課 長 ｣ を ｢ 県 奥 能 登 総 合 事 務 所 総 務 企 画 部 納 税 課 長 ｣ に 改 め る 。

第 三 条 の 三 第 四 項 中 ｢ 県 奥 能 登 総 合 事 務 所 総 務 企 画 部 税 務 課 ｣ を ｢ 県 奥 能 登 総 合 事 務 所 総 務 企 画 部 納 税 課 ｣ に 改 め

る 。
第 三 条 の 五 第 一 項 第 八 号 中 ｢ 県 総 合 事 務 所 総 務 企 画 部 税 務 課 ｣ を ｢ 県 中 能 登 総 合 事 務 所 総 務 企 画 部 税 務 課 及 び 県 奥

能 登 総 合 事 務 所 総 務 企 画 部 納 税 課 ｣ に 改 め る 。

第 三 条 の 六 第 四 項 中 ｢ 県 奥 能 登 総 合 事 務 所 総 務 企 画 部 税 務 課 ｣ を ｢ 県 奥 能 登 総 合 事 務 所 総 務 企 画 部 納 税 課 ｣ に 改 め 、

同 条 第 六 項 中 ｢ 農 業 総 合 研 究 セ ン タ ー ｣ を ｢ 農 林 総 合 研 究 セ ン タ ー ｣ に 、 ｢ 砂 丘 地 農 業 試 験 場 及 び 能 登 分 場 に ｣ を

｢ 農 業 試 験 場 、 畜 産 試 験 場 及 び 林 業 試 験 場 ( 別 に 指 定 さ れ た 駐 在 地 に 限 る も の と し 、 以 下 こ れ ら を ｢ 農 業 試 験 場 等 ｣

と い う 。) 、 砂 丘 地 農 業 研 究 セ ン タ ー 並 び に 能 登 畜 産 セ ン タ ー に ｣ に 、 ｢ 砂 丘 地 農 業 試 験 場 及 び 能 登 分 場 の ｣ を ｢ 農 業

試 験 場 等 、 砂 丘 地 農 業 研 究 セ ン タ ー 及 び 能 登 畜 産 セ ン タ ー の ｣ に 改 め る 。

第 三 十 三 条 第 一 項 中 ｢ 砂 丘 地 農 業 試 験 場 及 び 能 登 分 場 ｣ を ｢ 農 業 試 験 場 等 、 砂 丘 地 農 業 研 究 セ ン タ ー 及 び 能 登 畜 産

セ ン タ ー ｣ に 改 め る 。

第 四 十 五 条 の 二 中 ｢ 第 百 五 十 六 条 第 一 項 第 三 号 ｣ を ｢ 第 百 五 十 六 条 第 一 項 第 二 号 ｣ に 改 め る 。

第 九 十 二 条 第 一 項 中 ｢ 隔 地 払 未 受 領 金 請 求 書 ｣ を ｢ 未 受 領 金 請 求 書 ｣ に 改 め る 。

第 百 四 十 九 条 、 第 百 五 十 一 条 第 一 項 及 び 第 百 五 十 二 条 第 一 項 中 ｢ 砂 丘 地 農 業 試 験 場 及 び 能 登 分 場 ｣ を ｢ 農 業 試 験 場

｢

｣
を

｢

｣

に 改 め る 。

美 川 事 業 所

志 賀 事 業 所

能 登 島 事 業 所

美 川 事 業 所

志 賀 事 業 所
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等 、 砂 丘 地 農 業 研 究 セ ン タ ー 及 び 能 登 畜 産 セ ン タ ー ｣ に 改 め る 。

第 百 七 十 条 中 ｢ 保 証 金 領 収 証 書 ｣ の 下 に ｢ の 写 し ｣ を 加 え る 。

別 記 様 式 第 四 十 号 中 ｢隔地払未受領金請求書｣ を ｢未受領金請求書｣ に 、 ｢石川県会計管理者｣ を ｢石川県会計管

理者 様｣ に 、 ｢氏 名
フ リ ガ ナ

印｣ を

｢氏 名
フ リ ガ ナ

印

電話番号 ｣

に 、

｢振込先 銀行 支店 普通・当座

口座番号 ｣

を

｢振込先 銀行 支店 普通・当座

金庫 口座番号

組合 口座名義人
フ リ ガ ナ

｣

に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

別 表 第 二 中
｢

｣

を

｢

｣

に 、県 総 合 事 務 所 総 務 課 長 県 総 合 事 務 所 企 画 振 興 課 長

｢

｣

を

｢

｣

に 改 め る 。

農 業 総 合 研 究 セ ン タ ー

畜 産 総 合 セ ン タ ー

林 業 試 験 場

総 務 課 長

企 画 管 理 課 長

総 務 課 長

農 林 総 合 研 究 セ ン タ ー 総 務 課 長

別 表 第 四 歳 出 の 表 報 償 費 の 部 報 償 費 の 項 中

｢

｣

を

500万円未満のもの 税関係報償金以外の500万

円未満のもの及び税関係報

償金で500万円以上のもの

｢

｣

に 改 め 、 同 表 役 務 費 の 部 手 数 料 の 項 中 ｢治療費 (健

500万円未満のもの (税関

係報償金を除く｡)

500万円未満のもの及び税

関係報償金で500万円以上

のもの

康保険法｣ を ｢治療費及び犯罪被害者の医療費 (これらについては､ 健康保険法｣ に 改 め ､ ｢限る｡)｣ の 次 に ｢並び

にこれらに伴う診断書作成費用｣ を 加 え ､ ｢及び｣ を ｢並びに｣ に 改 め る

｡
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